
２００７年（平成１９年）１月３０日町 田 市 議 会 だ よ りNo.１６３（５）

意見書（要旨）�意見書（要旨）�
議員提出議案�

第４回定例会では意見書３件・決議１件（１面に掲載）
を可決し、議長名で関係行政庁へ提出しました。

要旨は次のとおりです。

　

小
山
ヶ
丘
地
区
に
お
い
て
は
、

当
初
計
画
の
想
定
を
大
き
く
上
回

り
、
居
住
人
口
が
増
加
し
て
い
ま

す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
間
、
東
京
都
と
町
田
市

に
お
い
て
、
幾
度
か
の
協
議
、
調

整
が
行
わ
れ
、
地
区
計
画
決
定
、

都
有
地
、
保
留
地
の
マ
ン
シ
ョ
ン

建
設
の
自
主
規
制
、
小
中
学
校
用

地
の
確
保
等
、
両
者
の
協
力
に
お

い
て
、
良
好
な
ま
ち
づ
く
り
に
関

す
る
対
策
が
、
適
宜
な
さ
れ
て
き

て
い
る
。
し
か
し
、
同
地
区
に
お

い
て
、
新
た
な
小
学
校
用
地
の
取

得
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
事
実
の

確
認
に
至
り
ま
し
た
。
町
田
市
議

会
と
し
て
は
、
こ
の
学
校
用
地
取

得
に
関
し
、
財
政
負
担
の
あ
り
方

を
含
め
、
支
援
を
強
く
求
め
る
。

　

東
京
都
知
事
ほ
か
一
件
あ
て

小
山
ヶ
丘
地
区
学
校
用
地
の

取
得
に
東
京
都
の
支
援
を
求

め
る
意
見
書

　

国
鉄
が
分
割
・
民
営
化
さ
れ
す

で
に
一
九
年
が
経
過
し
、
そ
の
際

発
生
し
た
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
が
い

ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
二
〇
〇
六
年
一
一
月

一
五
日
、
七
度
目
と
な
る
結
社
の

自
由
委
員
会
報
告
を
採
択
し
「
日

本
政
府
に
対
し
、
こ
の
長
期
化
し

た
労
働
争
議
を
関
係
当
事
者
す
べ

て
が
満
足
す
る
解
決
に
到
達
さ
せ

る
観
点
か
ら
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
援
助
の
受

け
入
れ
を
真
剣
に
検
討
す
る
よ
う
」

要
請
し
た
。

　

Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
は
、
法
的
及

び
人
道
的
見
地
か
ら
こ
れ
以
上
の

長
期
化
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

政
府
は
責
任
を
も
っ
て
、
全
て

の
関
係
者
と
の
話
し
合
い
を
早
期

に
開
始
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
三
件
あ
て

Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
に
基
づ
く
Ｊ
Ｒ

不
採
用
問
題
の
早
期
解
決
を

求
め
る
意
見
書

　

外
務
省
や
関
係
省
庁
の
積
極
的

な
取
り
組
み
と
、
多
く
の
国
会
議

員
の
要
請
に
よ
り
、
来
年
開
催
さ

れ
る
通
常
国
会
に
、
国
際
刑
事
裁

判
所
条
約
の
批
准
を
求
め
る
議
案

が
上
程
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な

っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

本
法
律
に
よ
っ
て
、
戦
争
犯
罪
、

集
団
虐
殺
、
人
道
に
対
す
る
罪
を

個
人
と
し
て
裁
く
裁
判
制
度
が
確

立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
戦
争
を

予
防
し
、
世
界
の
平
和
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
確

信
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
町
田
市
議
会
は
、
こ

の
条
約
が
平
成
一
九
年
通
常
国
会

に
お
い
て
批
准
さ
れ
る
こ
と
を
強

く
願
い
、
早
期
に
批
准
す
る
こ
と

を
求
め
、
こ
こ
に
意
見
書
を
提
出

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
五
件
あ
て

国
際
刑
事
裁
判
所
条
約
批
准

を
求
め
る
意
見
書

政治家は有権者に寄附を政治家は有権者に寄附を�

贈らない！贈らない！�
有権者は政治家に寄附を有権者は政治家に寄附を�
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旅行などの催物�
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市
議
会
は
、
毎
年
三
月
、
六
月
、

九
月
、
一
二
月
の
四
回
開
か
れ
ま

す
。
こ
れ
を
定
例
会
と
い
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時

会
を
開
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
議
会
の
招
集
は
市
長
が
行
い

ま
す
。
ま
た
、
議
員
定
数
の
四
分

の
一
以
上
の
議
員
か
ら
招
集
の
請

求
が
あ
っ
た
場
合
や
、
議
長
が
議

会
運
営
委
員
会
の
議
決
を
経
て
招

集
の
請
求
を
し
た
場
合
に
、
市
長

は
臨
時
会
を
二
〇
日
以
内
に
招
集

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

定
例
会
と
臨
時
会

本

会

議

委

員

会

●
常
任
委
員
会

企
画
総
務
常
任
委
員
会

保
健
福
祉
常
任
委
員
会

文
教
生
活
常
任
委
員
会

都
市
環
境
常
任
委
員
会

●
議
会
運
営
委
員
会

●
特
別
委
員
会

◎
各
常
任
委
員
会
の
所
管
部

●
法
外
委
員
会

　

本
会
議
は
全
議
員
で
構
成
し
、

議
員
定
数
の
半
数
以
上
の
出
席
で

成
立
し
ま
す
。
議
案
の
議
決
な
ど
、

議
会
の
意
思
を
決
定
す
る
重
要
な

会
議
で
す
。

　

会
議
の
期
間
（
会
期
）
は
、
議

会
運
営
委
員
会
で
協
議
し
て
本
会

議
の
議
決
で
決
め
ら
れ
ま
す
。

　

市
議
会
に
提
出
さ
れ
る
議
案
や

請
願
な
ど
は
数
も
多
く
、
内
容
も

幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
を
慎
重
に
審
査
す
る
た
め

に
は
、
幾
つ
か
の
部
門
に
分
け
、

専
門
的
に
審
査
・
調
査
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
議

会
に
は
、
本
会
議
の
ほ
か
に
内
部

審
査
機
関
と
し
て
委
員
会
が
設
け

ら
れ
、
実
質
的
な
審
査
は
各
委
員

会
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
に
は
、
常
設
の
常
任
委

員
会
と
議
会
運
営
委
員
会
、
必
要

に
応
じ
て
設
置
す
る
特
別
委
員
会

が
あ
り
ま
す
。

　

町
田
市
議
会
に
は
、
四
つ
の
常

任
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

議
員
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
委

員
会
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

各
常
任
委
員
会
の
定
数
は
九
名

で
、
任
期
は
二
年
で
す
。

　

企
画
部
、
総
務
部
、
税
務
部
、

会
計
課
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監

査
委
員
、
農
業
委
員
会
、他
の（
常

任
）
委
員
会
の
所
管
に
属
さ
な
い

事
項

　

健
康
福
祉
部
、
子
ど
も
生
活
部
、

市
民
病
院

　

市
民
部
、
教
育
委
員
会

委員会室【第一委員会室】 委員会室【議場ロビー】

　

環
境
・
産
業
部
、
清
掃
事
業
部
、

建
設
部
、
都
市
計
画
部
、
水
道
部
、

下
水
道
部

　

次
の
事
項
に
関
す
る
調
査
を
行

い
、
議
案
、
請
願
、
陳
情
等
を
審

査
し
ま
す
。

①
議
会
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

②
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に

関
す
る
条
例
等
に
関
す
る
こ
と
。

③
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
こ
と
。

　

定
数　

一
○
名　

任
期
二
年

　

特
別
委
員
会
は
、
市
民
生
活
上
、

あ
る
い
は
政
治
上
、
特
に
重
要
で

あ
る
と
か
、
二
つ
以
上
の
常
任
委

員
会
の
所
管
に
ま
た
が
る
よ
う
な

特
定
の
事
件
の
審
査
や
調
査
を
す

る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
議
会
の

議
決
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
委
員
会
は
、
議
会
か
ら
付

議
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
の
み
審

査
・
調
査
を
行
う
能
力
を
持
ち
、

審
査
・
調
査
が
終
了
す
れ
ば
消
滅

し
ま
す
。

　

町
田
市
議
会
に
は
、
法
外
委
員

会
と
し
て
災
害
対
策
委
員
会
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

災
害
が
発
生
し
た
時
、
市
が
実

施
す
る
災
害
応
急
対
策
に
積
極
的

に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
災
害
復

旧
を
早
急
に
行
わ
せ
、
市
民
の
生

命
、
財
産
の
保
全
に
努
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
の
組
織（
現
行
一
〇
名
）

議
長
、
各
常
任
委
員
長
、
各
会
派

か
ら
選
出
す
る
議
員　

任
期
二
年


